
○レクリエーシヨンに参加中の職員が受けた 

災害の公務上外の認定について 
 

                          昭和48年11月26日地基補第542号        

                                         各支部事務長あて 補償課長  

                           第１次改正 平成４年９月１日地基補第169号 

第２次改正 平成15年９月24日地基補第155号 

第３次改正 平成16年４月19日地基補第105号 

第４次改正 平成30年４月１日地基補第 81号 

 

標記の件については、「公務上の災害の認定基準について」（平成15年９月24日

地基補第153号）の記の１の(1)のクに示されているところであるが、その取扱い

については、下記事項に留意し、遺漏のないようにされたい。（第２次改正・一部） 

記 

１ 「任命権者（地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118

号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）にあって

は、当該地方独立行政法人の理事長。以下同じ。）が計画し、実施したレクリ

エーシヨン」とは、１又は２以上の任命権者（レクリエーシヨンを行なう権限

の委任を受けている部局の長又はあらかじめ地方公務員法第42条の規定に基

づくレクリエーシヨンである旨の承認を受けて、当該レクリエーシヨンを行つ

た部局の長を含む。以下同じ。）が単独で又は共同して自ら行つたレクリエー

シヨンというものであること。（第３次改正・一部） 

２ 「共済組合」には、共済組合のほか、地方公務員等共済組合法附則第29条の

規定による健康保険組合が含まれるものであること。 

３ 「地方公共団体の長等」には、教育委員会、公安委員会等が含まれるもので

あること。 

４ 「共同して行ったレクリエーシヨン」とは、任命権者が当該レクリエーシヨ

ンの形式的な主催者としてのみならず、実質的な主催者として、当該計画を立

案し、共催者と共同して実施したレクリエーションをいうものであること。（第

３次改正・一部） 

５ 「参加している場合」とは、所定の時間帯において当該レクリエーシヨンに

出場し、又は応援している場合をいい、準備運動を行つている場合及びこれに

準ずる場合を含むものであること。 



６ 「２以上の任命権者が共同して行った運動競技会」には、２以上の任命権者

が、共済組合（健康保険組合を含む。）又は職員の厚生福利事業を行うことを

主たる目的とする団体で、条例により設置され、かつ、地方公共団体の長等の

監督の下にあるものと共同して行つた運動競技会が含まれるものであること。

（第１次改正・一部、第３次改正・一部） 

７ 任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーシヨンに参加している場合に

発生した災害の公務（地方独立行政法人法第８条第１項第５号に規定する一般

地方独立行政法人の業務を含む。）上外の認定に当たつては、次に掲げる資料

等により調査し、その実態を正確に把握すること。（第３次改正・一部、第４次改正・

一部） 

(1) 年間レクリエーシヨン行事計画 

(2) 当該レクリエーシヨン計画の実施責任者、実施の日時、内容、災害発生の

状況 

(3) 部課別総職員数及び当該レクリエーシヨン参加職員数（応援者を含む。） 

(4) 勤務時間中の催しである場合には、参加職員の勤務上の取扱い 

(5) 対抗試合としての形をとつている場合には、選手である職員の選出方法、

開催責任者への選手名の通告の有無  


